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新旧対照表 

 

改正後 改正前 

岸和田市市街化調整区域における地区計画のガイドライン 岸和田市市街化調整区域における地区計画のガイドライン 

（平成24年11月） （平成19年11月） 

  

【１．市街化調整区域における地区計画のガイドライン策定の趣旨】 【１．市街化調整区域における地区計画のガイドライン策定の趣旨】 
○ 大阪府では、平成２３年３月に策定された、南部大阪都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針（以下、「都市計画区域マスタープラン」という。）

において、市街化調整区域における地区計画の規模や対象区域等の具体的

な内容は、「大阪府 市街化調整区域における地区計画のガイドライン」

（以下、「大阪府ガイドライン」という。）によることとされた。 

○ そのため、都市計画区域マスタープランにおいて定めている都市づくり

の将来像と基本方針を踏まえ、その実現に向けた市街化調整区域の地区計

画の考え方を策定することとなり、知事が市町村の地区計画を協議する場

合の判断基準のひとつになる大阪府ガイドラインが、平成２４年４月（立

地基準については、平成２４年１２月）に施行された。 

○ これを受け、岸和田市においても平成２２年１２月に策定した「第４次

岸和田市総合計画」および平成２３年３月に策定した「岸和田市都市計画

マスタープラン」において定めている土地利用の方針を踏まえ、大阪府ガ

イドラインに整合し、岸和田市の地域特性を考慮した、「岸和田市市街化

調整区域における地区計画のガイドライン」を策定するものである。 

○ 平成 18年 5月の都市計画法の改正により、市街化調整区域における大規模
開発を許可できる規定が廃止され、地区計画の内容に適合した場合、開発許可

される規定となった。 
○ 地区計画は、市街化調整区域における大規模な開発や広域的な都市機能の立

地などを可能とするものであり、その内容によっては都市機能の拡散など広域

的な影響を及ぼすことも懸念される。 
○ このため、大阪府では、広域的な観点から、大阪府の目指す都市像と土地利

用のあり方、その実現に向けた市街化調整区域における地区計画の考え方を盛

り込んだ「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」（以下『ガイド

ライン』という。）を平成 19年 11月に施行する。 
○ これを受け、岸和田市においても大阪府のガイドラインに沿う岸和田市の地

域特性を考慮した、「岸和田市市街化調整区域における地区計画のガイドライ

ン」を策定するものである。 

【２．市街化調整区域の地域づくりの基本的な考え方】 【２．市街化調整区域の地域づくりの基本的な考え方】 

○ 市街化調整区域での地域づくりについては、「市街化を抑制するべき区

域」という市街化調整区域の基本的理念を堅持しつつ、市街化調整区域固

有の資源や既存のストックを活かし、その魅力を最大限に引き出すものと

する。 

○ 市街化調整区域での地域づくりについては、「市街化を抑制する区域」

という市街化調整区域の基本的理念を堅持しつつ、緑豊かで良好な土地利

用の継続に留意し、市街化調整区域固有の資源や既存のストック（豊かな

自然環境、美しい景観、既整備の基盤施設など）を活かし、その魅力を最

大限に引き出すものとする。 
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改正後 改正前 

【３．市街化調整区域における地区計画の基本的な考え方】 【３．市街化調整区域における地区計画の基本的な考え方】 

 略  略 

【４．地区計画の策定に当たっての留意点】 【４．地区計画の策定に当たっての留意点】 

１．略 １．略 

２． このガイドラインに示す事項以外に、開発許可の要件を満たすことが

必要な場合があるため、開発協議等で必要とされる事項についても、その

実現性を確保するための措置をとること。具体的には、当該地区計画案の

作成までに、道路、公園、排水先河川その他の公共施設管理者等と事前協

議を行い、当該管理者等の同意を得ておくこと。また、開発行為について

は、地区計画決定後速やかに開発許可手続きを進め、遅滞なく開発行為の

事業に着手すること。開発行為は、原則として、地区計画区域全域を一括

して行うこと。ただし、既存集落地域において、当該地区の住民等の地区

計画の実現を図る主体と協議を行い同意を得た場合は、地区計画区域の一

部に開発区域を設定できる。 

２． このガイドラインに示す事項以外に、開発許可の要件を満たすことが

必要であるため、開発協議等で必要とされる事項についても、その実現性

を確保するための措置をとること。具体的には、当該地区計画案の作成ま

でに、道路、公園、排水先河川その他の公共施設管理者等と事前協議を行

い、当該管理者等の同意を得ておくこと。また、開発行為については、地

区計画決定後速やかに開発許可手続きを進め、遅滞なく開発行為の事業に

着手すること。 

３～５．略 ３～５．略 

６．市街化調整区域の有する特性に配慮し、ゆとりある緑豊かな土地利用を

図るため、最低敷地面積や公園・緑地の規模、緑化率、建築物等の形態・

意匠などを適切に定めること。 

６．市街化調整区域の有する特性に配慮し、ゆとりある緑豊かな土地利用を

図るため、最低敷地面積や公園・緑地の規模などを適切に定めること。 

７．地区計画の策定に当たり、国及び府等の農林・環境・河川部局等と十分

協議・調整を図ること。 

７．地区計画の策定に当たり、農林・環境・河川部局等と十分協議・調整を

図ること。 

８．対象区域の類型②に示している幹線道路沿道地域においては、定期借地

権等での立地が多いと考えられることから、借地期間終了を見据え、あら

かじめ開発許可権者と協議を行い、個別開発が行われないような措置を地

区計画に定めるなど、十分に検討しておくこと。 

 

９．対象区域内に農地がある場合は、農地法に基づく農地転用許可が得られ

るものであること。 

 

【５．対象外区域】 【５．対象外区域】 

以下の区域は保全する区域とし、地区計画を定めないものとする。 以下の区域は保全する区域とし、地区計画を定めないものとする。 
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改正後 改正前 

１．略 １．略 

２．「優良農地（一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行

ったことによって生産性が向上した農地等、良好な営農条件を備えた農

地）」及びその他長期にわたり農地として保全すべき土地の区域 

２． 農地法に規定する「優良な集団農地」、その他長期にわたり農地とし

て保全すべき土地の区域 

３．流通業務市街地の整備に関する法律に規定する「流通業務団地」及び「流

通業務地区」 

３． 流通業務市街地の整備に関する法律に規定する「流通業務団地」 

４～１２．略 ４～１２．略 

１３．溢水や湛水等の発生のおそれのある区域  

１４．その他、市長が保全する必要があると認める区域 １３．その他、市長が保全する必要があると認める区域 

【６．地区計画の内容】 【６．地区計画の内容】 

１． 地区計画において定める内容 １． 地区計画において定める内容 

（１）及び（２）略 （１）及び（２）略 

（３）地区施設及び地区整備計画 （３）地区施設及び地区整備計画 

地区整備計画は、当該地区の良好な環境を確保するために、次に掲げる

事項のうち、地区の特性に応じた必要な事項について定めること。 

地区整備計画は、当該地区の良好な環境を確保するために、次に掲げる

事項のうち、地区の特性に応じた必要な事項について定めること。 

①略 ①略 

② 建築物等に関する事項 ② 建築物等に関する事項 

・建築物等の用途の制限 

・建築物の容積率の最高限度 

・建築物の建ペイ率の最高限度 

・敷地面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・建築物等の高さの最高限度 

・建築物等の形態又は意匠の制限 

・垣又はさくの構造の制限 

・緑化率 

・その他 

・建築物等の用途の制限 

・建築物の容積率の最高限度 

・建築物の建ペイ率の最高限度 

・敷地面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・建築物等の高さの最高限度 

・建築物等の形態又は意匠の制限 

・垣又はさくの構造の制限 

・その他 
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改正後 改正前 

２． 対象区域の類型・技術的基準 ２． 対象区域の類型・技術的基準 

地区計画の対象とする区域は、以下の（①～③）のいずれかに該当する

地域・技術基準とすること。 

地区計画の対象とする区域は、以下の（①～③）のいずれかに該当する

地域・技術基準とすること。 

①既存集落地域 

活 用 の 目 的 
既存集落の住環境の保全や、周辺環境との調和、地域コミュニティの維

持・改善などを目的とするもの 

立 地 基 準 

建築物が連たんし、戸数密度が概ね 10戸/ha以上で自然的社会的諸条

件から一体的な日常生活圏を構成し、幅員6.5ｍ以上の主要な道路が既

に整備されている区域 

土地利用の方針 

住宅系用途を基本とする（ただし、非住宅系用途については、生活関連

施設等の地域コミュニティの維持・改善に資するものに限定する）。 

原則として、既存集落地を拡大しないものとする。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 6.5ｍ（有効6.0ｍ）以上 

用 途 の 制 限 
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物を原則とし、

周辺の土地利用の状況や地区計画の目標、方針に基づき、適切に定める。 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

100％以下 

 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

50％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

180㎡以上 

壁面の位置 

の 制 限 

1.0ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠 

の 制 限 

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の 

構造の制限 

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

緑 化 率 地区計画の目標、方針に基づき適切に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 敷地面の高さの制限、必要な事項について地区計画に定める。  

①既存集落地域 

活 用 の 目 的 
既存集落の住環境の保全や、周辺環境との調和、地域コミュニティの維

持・改善などを目的とするもの 

立 地 基 準 

建築物が連たんし、戸数密度が概ね 10戸/ha以上で自然的社会的諸条

件から一体的な日常生活圏を構成し、幅員6.5ｍ以上の主要な道路が既

に整備されている区域 

土地利用の方針 住宅系用途に限定する。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 6.5ｍ（有効6.0ｍ）以上 

用 途 の 制 限 
一戸建専用住宅及び第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

100％以下 

 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

50％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

180㎡以上 

壁面の位置 

の 制 限 

1.0ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠 

の 制 限 

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の 

構造の制限 

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 
地面の高さの制限、敷地内緑化等、必要な事項について地区計画に定め

る。  
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改正後 改正前 

 

②幹線道路沿道地域 

活 用 の 目 的 
幹線道路沿道のポテンシャルを活かし、地域経済の活性化等を目的とす

るもの 

立 地 基 準 

・次の都市計画道路に面した地区 

①(都)磯之上山直線 

②(都)大阪外環状線（丘陵地区整備区域の東端から和泉市との境界） 

③(都)泉州山手線（フタツ池交差点から和泉市との境界） 

④(都)稲葉山直中線 

⑤(都)岸和田中央線 

・上記の都市計画道路に地区計画区域の外周の長さの１/10以上接して

いること。ただし、地区計画区域面積が１ha以上の場合において、規

模・形状及び周辺環境の土地利用の状況等によりやむを得ないと認め

られるときは、この限りでない。 

土地利用の方針 

・非住宅系用途に限定とする。 

・周辺土地利用を考慮し、適切な建築物の用途制限を設定する。 

・交通環境との調和が図られること。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 ・上記立地基準の都市計画道路に接続すること。 

用 途 の 制 限 周辺の土地利用の状況や地区計画の目標、方針に基づき、適切に定める。 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

100％以下 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

50％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

地区の実情に応じた規模を定める。 

 

壁面の位置 

の 制 限 

幹線道路：2.0ｍ以上、その他の道路：1.0ｍ以上 

隣地境界：1.0ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠 

の 制 限 

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の 

構造の制限 

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

緑 化 率 地区計画の目標、方針に基づき適切に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 敷地面の高さの制限、必要な事項について地区計画に定める。 

 

②幹線道路沿道地域 

活 用 の 目 的 
幹線道路沿道のポテンシャルを活かし、地域経済の活性化等を目的とす

るもの 

立 地 基 準 

・次の都市計画道路に面した地区 

①(都)磯之上山直線 

②(都)大阪外環状線（積川神社南交差点から和泉市との境界） 

③(都)泉州山手線（フタツ池交差点から和泉市との境界） 

④(都)稲葉山直中線 

・上記の都市計画道路に地区計画区域の外周の長さの１/10以上接して

いること。ただし、地区計画区域面積が１ha以上の場合において、規

模・形状及び周辺環境の土地利用の状況等によりやむを得ないと認め

られるときは、この限りでない。 

土地利用の方針 

・非住宅系用途を基本とする。 

・周辺土地利用を考慮し、適切な建築物の用途制限を設定する。 

・交通環境との調和が図られること。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 ・上記立地基準の都市計画道路に接続すること。 

用途の制限 周辺の土地利用の状況や地区計画の目標、方針に基づき、適切に定める。 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

100％以下 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

50％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

地区の実情に応じた規模を定める。 

 

壁面の位置 

の 制 限 

幹線道路：2.0ｍ以上、その他の道路：1.0ｍ以上 

隣地境界：1.0ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠  

の 制 限    

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の  

構造の制限  

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 
敷地面の高さの制限、敷地内緑化等、必要な事項について地区計画に定

める。 
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改正後 改正前 

 

③市街化区域隣接地域 

活 用 の 目 的 

市街化区域の隣接地区で、既に無秩序な市街化が進んでいるまたは進む

恐れがある地区で、それらを良好な土地利用環境に誘導することを目的

とするもの 

立 地 基 準 

・市街化区域内の基盤施設を有効に活用できる地区 

・地区全域が市街化区域から概ね100ｍ以内かつ泉州山手線の道路計画

西側線より25ｍ以西の区域 

・ただし、市街化区域から100ｍを超え、泉州山手線の道路計画西側線

より 25ｍ以西の区域については、岸和田市都市計画マスタープラン

と整合しているため、対象区域とする。 

土地利用の方針 

・隣接する市街化区域の用途地域等の指定状況、周辺の土地利用を考慮

し、適切な建築物の用途制限を設定する。 

・住宅系用途と非住宅系用途を混在させないよう適切に区域を区分す

る。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 6.5ｍ（有効6.0ｍ）以上 

用 途 の 制 限 
隣接する市街化区域の用途地域等の指定状況、周辺の土地利用を考慮

し、適切な建築物の用途制限を定める。 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

80％以下 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

40％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

180㎡以上 

 

壁面の位置 

の 制 限 

1.5ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠 

の 制 限 

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の 

構造の制限 

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

緑 化 率 地区計画の目標、方針に基づき適切に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 敷地面の高さの制限、必要な事項について地区計画に定める。 

 

 

 

   

③市街化区域近隣接地域 

活 用 の 目 的 

市街化区域の近隣接地区で、既に無秩序な市街化が進んでいるまたは進

む恐れがある地区で、それらを良好な土地利用環境に誘導することを目

的とするもの 

立 地 基 準 

・市街化区域内の基盤施設を有効に活用できる地区 

・地区全域が市街化区域から概ね100ｍ以内かつ泉州山手線の道路計画

西側線より25ｍ以西の区域 

・ただし、市街化区域から100ｍを超え、泉州山手線の道路計画西側線

より 25ｍ以西の区域については、岸和田市都市計画マスタープラン

と整合しているため、対象区域とする。 

土地利用の方針 

・近隣接する市街化区域の用途地域等の指定状況、周辺の土地利用を考

慮し、適切な建築物の用途制限を設定する。 

・住宅系用途と非住宅系用途を混在させないよう適切に区域を区分す

る。 

地 区 施 設 
・道路、公園、緑地、広場等の必要となる施設を地区施設として定める。 

・技術基準は開発許可基準と同等以上とする。 

区域外接続道路 6.5ｍ（有効6.0ｍ）以上 

用 途 の 制 限 
近隣接する市街化区域の用途地域等の指定状況、周辺の土地利用を考慮

し、適切な建築物の用途制限を定める。 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

80％以下 

建ぺい率の 

最 高 限 度 

40％以下 

敷地面積の 

最 低 限 度 

180㎡以上 

 

壁面の位置 

の 制 限 

1.5ｍ以上 

高 さ の 

最 高 限 度 

建築物の絶対高さ：10ｍ以下 

道路斜線：1.25/１ 

北側斜線：高度地区第１種と同等の制限内容とする。 

形態、意匠 

の 制 限 

健全な都市景観の形成に配慮し、建築物の色彩は、周辺の美観風致を損

なわないものとして、形態、意匠の制限について地区計画に定める。 

垣又は柵の 

構造の制限 

周辺の環境・景観との調和、緑地の現況、地区の特性等を考慮し、生垣

を原則として垣、柵の構造について地区計画に定める。 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

そ の 他 
敷地面の高さの制限、敷地内緑化等、必要な事項について地区計画に定

める。  
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＊対象区域は上記(①～③)に掲げるものとするが、岸和田市都市計画マスタ

ープラン等に定められているもの(岸和田丘陵地区)については、関連計画

（岸和田市丘陵地区まちづくり基本計画等）に基づき対象地域とすること

ができる。 

＊ 略 

＊対象区域は上記(①～③)に掲げるものとするが、岸和田市都市計画マスタ

ープラン等に定められているもの(岸和田丘陵地区)については対象地域と

することができる。 

 

＊ 略 

【７．その他】 【７．その他】 

 略  略 

 

附 則 

このガイドラインは、平成24年11月30日から施行する。 

 

  

 


